
 

 

 

 

愛知県では、毎年１，０００件以上の住宅侵入盗が発生しており、全国
でも被害が多い地域です。住宅を犯罪から守るため、購入された防犯対策
費用の一部を補助します。 

  補助金の額 

 ◆防犯対策（住宅対象）に要した費用(消費税含む)の２分の１（100円未満切り捨て） 

 ◆１０，０００円を上限 

 ◆一世帯１回限り 

  対象者 

  市内に住所を有し、市内の住宅に防犯対策を実施した世帯の世帯主 

  対象物品 ※購入から1年以内のもの 

  住宅侵入盗対策物品（※CPマーク製品推奨） 

  例）防犯フィルム、ガラス破壊センサー、玄関扉の錠を交換 など 

  ※裏面を参考としてください。 

※補助の対象でないものもあります。防災交通課までご相談ください。 

例）フェンス、スタンガン、警備会社の委託費用、防犯カメラダミー等 

  

 

 

  提出書類 

 ◆申請の際は、次の書類を防災交通課へ提出してください。 

□補助金交付申請書（様式あり） 

 □領収書（品名(規格)、購入日(工事日)、販売店印(取付業者)、その他(補助事業の内容が分かる事

項が記載された領収書) 

※インターネットによる購入の場合でも、領収書が必要になります。 

購入先に領収書の発行が可能かどうか確認してから購入してください。 

※クーポン、ポイント、プレミアム商品券を使用された場合、購入・設置金額から使用分 

を差し引いた実質支払額で補助金の決定を行います。 

 □製品等の規格がわかる書類の写し（カタログ、パンフレット、説明書等) 

 □実施後の写真 

 □調査承諾書（様式あり） □同意書（賃借住宅の場合）（様式あり） 

 ◆補助金交付決定後に、次の書類を防災交通課へ提出してください。 

□補助金交付請求書 

□振込先の口座通帳の表紙を1枚めくった見開きのページの写し (金融機関名、 

支店名、預金の種別、口座番号、口座名義人(カタカナの名義含む)が確認できるもの  

（交付申請から補助金が納付：請求書を受領した日からおおよそ１ヶ月後）  

※ＣＰマークとは、防犯性能の高い建物部品に付けられるマークのことです。 

対象物品は、「防犯性の建物部品目録」として、17種類3,461品目(2023.3.29現在)がＨＰで公開されています。詳

しくはＨＰをご覧ください。http://www.cp-bohan.jp/ 



  ご注意 

  ・申請期限は、物品購入日（領収日）から１年以内となります。 

  ・例示された以外のものについては、防災交通課にご相談ください。 

  ・新築住宅に設置する時は、事前にご相談ください。 

  ・実施した防犯対策の調査を申請者若しくは関係者に行う場合があります。 

  

住宅侵入盗の侵入場所は、窓68.7％、玄関18.7％となっています。 

 手段としては、無施錠で26.7％、ガラス破りで33.3％を占めています。 

 在宅時も確実に鍵を掛けるとともに、ＣＰマーク製品や補助錠を活用して、被害を未然に防ぎましょう。 

 ◇自宅の防犯診断についての相談は、犬山警察署生活安全課（℡61-0110）へ 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記対策内容のほかにも対象となるものがありますので、ご相談ください。 

 

★対策例（上記対策内容から、CPマーク製品で購入した場合の一例です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】犬山市役所 防災交通課 交通防犯担当(市役所３階)   (0568)44-0347 

 

合計 25,000 円 

（負担額 15,000 円で設置可能） 
合計 20,000 円 

（負担額 10,000 円で設置可能） 

【住宅への侵入を防ぐ対策】  

＊防犯フィルム［窓］（6 カ所分）【CP】 8,000 円 

＊補助錠［窓］（6 カ所分）【CP】    3,000 円 

＊補助錠［ドア］【CP】        14,000 円 

＊防犯フィルム［窓］（6 カ所分）【CP】  8,000 円 

＊補助錠［窓］（6 カ所分）【CP】     3,000 円 

＊防犯サムターン［ドア］【CP】     2,000 円 

＊屋外用センサーライト         7,000 円 


